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令和８年３月 27 日 

 

 

 各 都 道 府 県 知 事   殿 

 

 

厚 生 労 働 省 政 策 統 括 官  

（統計・情報システム管理、労使関係担当） 

                         （ 公 印 省 略 ）   

 

 

医療施設調査規則の一部改正について(通知)  

 

 

 医療施設調査（基幹統計「医療施設統計」を作成するための調査）につきまして

は、かねてから御高配をいただき、厚く御礼申し上げます。 

今般、医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 87 号）の施行に伴い、「医

療施設調査規則の一部を改正する省令」（令和８年３月 27 日厚生労働省令第 46 号）

が、別添のとおり公布されました。 

改正内容及び適用日につきましては下記のとおりですので御了知の上、その円滑

な実施をお願いするとともに、各都道府県におかれましては、指定都市、中核市、

保健所を設置する市（指定都市及び中核市を除く。）及び特別区の市区長に対する

連絡につきましても、貴職からよろしくお取り計らい願います。 

 

記 

 

１ 改正内容 

医療施設調査規則（昭和 28 年厚生省令第 25 号）の一部を次のように改正す

る。 

 第四条第二項第一号ハ中「失そう」を「失踪」に改め、同号二中「第二十

九条第一項第二号から第四号」を「第二十九条第一項第二号から第五号」に

改め、同項第二号イ中「第八条」を「第八条第一項」に改める。 

 

２ 施行期日 

令和８年４月１日 

 



令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
六
号
 

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
医
療
法
施
行
令
及
び
地
方
自
治

法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
二
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び

に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。
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       別添 

NFHSL
テキスト ボックス
中
略




（
医
療
施
設
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

医
療
施
設
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
調
査
の
範
囲
）

（
調
査
の
範
囲
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

動
態
調
査
は
、
次
の
医
療
施
設
に
つ
い
て
行
う
。

２

動
態
調
査
は
、
次
の
医
療
施
設
に
つ
い
て
行
う
。

一

病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

一

病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

医
療
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
基
づ
き
休
止
若
し
く
は
再
開
の
届
出

ハ

医
療
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
基
づ
き
休
止
若
し
く
は
再
開
の
届
出

を
し
た
も
の
若
し
く
は
同
法
第
九
条
第
一
項
に
基
づ
き
廃
止
の
届
出
を

を
し
た
も
の
若
し
く
は
同
法
第
九
条
第
一
項
に
基
づ
き
廃
止
の
届
出
を

し
た
も
の
又
は
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
死
亡
若
し
く
は
失
踪
の
届
出
を

し
た
も
の
又
は
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
死
亡
若
し
く
は
失
そ
う
の
届
出

、
、

し
た
も
の

を
し
た
も
の

ニ

医
療
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る

ニ

医
療
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る

場
合
に
お
い
て
同
項
に
基
づ
く
開
設
許
可
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の

場
合
に
お
い
て
同
項
に
基
づ
く
開
設
許
可
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

二

診
療
所
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

二

診
療
所
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

医
療
法
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
開
設
の
届
出
を
し
た
も
の

イ

医
療
法
第
八
条
に
基
づ
き
開
設
の
届
出
を
し
た
も
の

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）
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中
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
二
の
項
第
一
号

ロ
⒄
の
規
定
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
以
降
に
行
わ
れ
る
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
勤
務
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
（
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
い
う
。
）
を
行
っ
て
い
る

病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第

三
号
（
い
ず
れ
も
新
規
則
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
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